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Ｑ１．仕様書 P.4（3）③地下貯蔵タンクのメーカーと型番をご教示ください。 

Ａ１．製造メーカーは株式会社工技研究所（現 株式会社コーギケン）です。型番は

存在しませんが、構造等は下記のとおりです。なお、令和３年度に地下貯蔵タ

ンクのライニング施工を実施済みです。 

形状：円筒型横置式 

常圧、加圧の別：常圧 

寸法：内径１，９００㎜×胴長６，６８０㎜ 

容量：１８，０００ℓ 

材質及び板厚：鋼板製・胴厚８㎜・鏡厚９㎜ 

通気管：無弁通気管（内径：３２㎜） 

 

Ｑ２．前回との仕様の変更はありますか？ 

Ａ２．仕様書の主な変更点は下記のとおりです。 

① 本庁舎改修工事に伴い整備する建物及び設備等の管理業務の追加【仕様書

１ページから２ページに記載】 

（１） 増築棟 

（２） ＥＶ車充電設備 

（３） 障がい者等用駐車区画屋根に設置される太陽光パネル 

② 冷却塔内冷却水の水質検査及びレジオネラ菌抑制剤の購入・投入管理の追

加【仕様書４ページに記載】 

③ 地下貯蔵タンク及び付設配管の漏洩点検業務の追加【仕様書４ページに記

載】 

④ 飲料水水質検査業務の追加【仕様書４ページに記載】 

⑤ 害虫等防除業務の追加【仕様書４ページから５ページに記載】 

⑥ 緊急時用携帯端末の保持の追加【仕様書６ページに記載】 

⑦ 従事者の配置人数及び配置を求める有資格者の明記【仕様書２ページに記

載】 

⑧ 災害などの緊急時の対応の明記【仕様書５ページに記載】 

 

Ｑ３．＜従業員の人数について＞  

「4名以上の配置を基本とする」「１名以上の配置を基本とする」の「基本」と

は、8月の質疑応答集にて回答頂いた現受託者の配置を示し、「１基本方針」に

記載のとおり、確実に履行するための例示で、記載の時間拘束される人数では

なく、実際の配置開始時間と終了時間および人数については４(4)(5)(6)及び

９を遵守し確実な履行を前提に市と協議して配置するものと考えてよろしいで

しょうか。 

Ａ３．仕様書の４（１）①の市の執務時間における人員体制については、現行の業務



 

体制を参考として示しています。業務責任者等の配置、必要な資格者の配置が

適正に行われていることは必須となりますが、本市が求める業務内容を確実に

履行できることを条件に配置人数の変更を認めます。 

ただし、配置人数を変更したことにより、業務の履行が適正になされていない

と判断した場合は、配置人数の増員等の改善を求めます。 

仕様書の４（１）②の市の休日及び執務時間外の人員体制については、１名以

上の人員配置を必須とします。 

 

Ｑ４．＜従業員の質について＞ 

「責任感旺盛で誠実」とは、市職員から業務上の問い合わせを受けた場合に

は、当然業務内容を把握しており、遅滞なく回答できる者を指すと考えます

が、それができず市職員が理解力や記憶力等により不適格と考える場合、また

管理業務実施状況に市として未達と判断する場合、予定される措置をご教示く

ださい。 

Ａ４．作業員の業務内容の未把握等が原因で、業務の履行が適正になされていないと

判断した場合は、まずは受注者に対し、当該作業員に対する指導の徹底を求め

ます。 

   その上で、指導による改善がなされない場合は、速やかに作業員を交代させる

よう求めます。 

  

Ｑ５．害虫等防除業務において、直近の作業報告書を開示願います。 

Ａ５．報告書については別紙のとおりです。 












